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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年６月30日に提出した第15期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に誤りがあり、また添付する独立監査人の監査報告書の記載事項の一部につき、原本と異なる部分がありまし

たので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

表紙 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

   ５ 役員の状況 

当期連結財務諸表に対する監査報告書 

当期財務諸表に対する監査報告書 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は 線で示しております。 

  



  （訂正前） 

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 
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  （訂正後） 

  

【表紙】   
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【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年６月30日 

【事業年度】 第15期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

【会社名】 株式会社ネプロジャパン 

【英訳名】 NEPRO JAPAN Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  金 井   孟 
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東京都中央区八重洲一丁目５番９号 

八重洲アメレックスビル      
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   (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 



第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

５ 【役員の状況】 

  （訂正前） 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式

数(株) 
            
            
            

常務取締役 

営業本部長 
兼首都圏マ 
ーケティン 
グ事業部長 

柳川 勇夫 昭和40年 
２月９日生 

昭和63年４月 豊田司法書士事務所入所

170

平成４年１月 司法書士登録

平成４年２月 当社入社

平成５年６月 営業部副部長

平成６年11月 取締役営業部長

平成11年４月 ㈱インターベル代表取締役社長

平成14年４月 取締役移動体通信事業部長

平成14年６月 常務取締役移動体通信事業部長

平成15年６月 ㈱ネプロアイティ監査役(現任)

平成16年４月 常務取締役営業本部長 兼 ゲートウェイ事業部長 
平成17年６月 プロソフトトレーニングジャパン㈱取締役(現任) 
平成18年６月 常務取締役営業本部長 兼 IPソリューション事業部長(現任) 

取締役 
西日本マー 
ケティング 
事業部長 

長田 芳兼 昭和37年 
11月25日生 

昭和60年４月 ㈱スポーツフォーラムシーマックス入社

70

平成８年４月 当社入社

平成８年４月 ㈱インターベル代表取締役社長

平成８年11月 当社取締役

平成11年４月 ㈱インターベル取締役

平成12年４月 取締役京都支店長

平成13年２月 取締役京都支店長兼名古屋支店長

平成14年４月 取締役関西統括部長 

平成18年６月 取締役MM事業部長(現任)

取締役 管理部長 纐纈 崇 昭和44年 
５月14日生 

平成４年４月 当社入社

60

平成11年２月 営業部ドコモショップ三軒茶屋店店長

平成12年10月 首都圏事業部長

平成13年２月 管理本部副本部長

平成14年４月 管理部長

平成18年６月 取締役管理本部長 兼 総務人事部長(現任)

            



  （訂正後） 

  

次へ 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式

数(株) 
            
            
            

常務取締役 

営業本部長 
兼IPソリュ 
ーション事 
業部長 

柳川 勇夫 昭和40年 
２月９日生 

昭和63年４月 豊田司法書士事務所入所

170

平成４年１月 司法書士登録

平成４年２月 当社入社

平成５年６月 営業部副部長

平成６年11月 取締役営業部長

平成11年４月 ㈱インターベル代表取締役社長

平成14年４月 取締役移動体通信事業部長

平成14年６月 常務取締役移動体通信事業部長

平成15年６月 ㈱ネプロアイティ監査役(現任)

平成16年４月 常務取締役営業本部長 兼 ゲートウェイ事業部長 
平成17年６月 プロソフトトレーニングジャパン㈱取締役(現任) 
平成18年６月 常務取締役営業本部長 兼 IPソリューション事業部長(現任) 

取締役 MM事業部長 長田 芳兼 昭和37年 
11月25日生 

昭和60年４月 ㈱スポーツフォーラムシーマックス入社

70

平成８年４月 当社入社

平成８年４月 ㈱インターベル代表取締役社長

平成８年11月 当社取締役

平成11年４月 ㈱インターベル取締役

平成12年４月 取締役京都支店長

平成13年２月 取締役京都支店長兼名古屋支店長

平成14年４月 取締役関西統括部長 

平成18年６月 取締役MM事業部長(現任)

取締役 
管理本部長 
兼総務人事 
部長 

纐纈 崇 昭和44年 
５月14日生 

平成４年４月 当社入社

60

平成11年２月 営業部ドコモショップ三軒茶屋店店長

平成12年10月 首都圏事業部長

平成13年２月 管理本部副本部長

平成14年４月 管理部長

平成18年６月 取締役管理本部長 兼 総務人事部長(現任)

            



  （訂正前） 
  

独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月 日

株式会社ネプロジャパン 

取締役会 御中 

 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ネプロジャパンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ネプロジャパン及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月20日を払込期日とする公募による新株発行及び

株式の売出しに関連する自己株式の処分を行った。 

２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年５月15日に重要な株式分割についての取締役会決議

を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

代表社員 
業務執行社員

公認会計士              ㊞ 

代表社員 
業務執行社員

公認会計士              ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  （訂正後） 
  

独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29日

株式会社ネプロジャパン 

取締役会 御中 

 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ネプロジャパンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ネプロジャパン及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月20日を払込期日とする公募による新株発行及び

株式の売出しに関連する自己株式の処分を行った。 

２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年５月15日に重要な株式分割についての取締役会決議

を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  石  橋  正  紀  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  本  操  司  ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  （訂正前） 

独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月 日

株式会社ネプロジャパン 

取締役会 御中 

 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ネプロジャパンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ネプロジャパンの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月20日を払込期日とする公募による新株発行及び

株式の売出しに関連する自己株式の処分を行った。 

２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年５月15日に重要な株式分割についての取締役会決議

を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

代表社員 
業務執行社員

公認会計士              ㊞ 

代表社員 
業務執行社員

公認会計士              ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  （訂正後） 

独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29日

株式会社ネプロジャパン 

取締役会 御中 

 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ネプロジャパンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ネプロジャパンの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月20日を払込期日とする公募による新株発行及び

株式の売出しに関連する自己株式の処分を行った。 

２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年５月15日に重要な株式分割についての取締役会決議

を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  石  橋  正  紀  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  本  操  司  ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月29日

株式会社ネプロジャパン 

取締役会 御中 

 

 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ネプロジャパンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び

連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ネプロジャパン及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

  

追記情報 

１. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月20日を払込期日とする公募による

新株発行及び株式の売出しに関連する自己株式の処分を行った。 

２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年５月15日に重要な株式分割についての

取締役会決議を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  石  橋  正  紀  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  本  操  司  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月29日

株式会社ネプロジャパン 

取締役会 御中 

 

 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ネプロジャパンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第15期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ネプロジャパンの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年４月20日を払込期日とする公募による

新株発行及び株式の売出しに関連する自己株式の処分を行った。 

２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年５月15日に重要な株式分割についての

取締役会決議を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  石  橋  正  紀  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  本  操  司  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。
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